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表 21－１ 防衛省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

防衛省における政策評価に関する基本計画 (平成 23年３月 31日策定） 
平成 24 年３月 30 日一部改正 平成 24 年９月７日一部改正 平成 25 年３月 29 日一
部改正 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年度から 25年度までの３年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価を基本として実施する。 
○ 施策（狭義）において、新規に概算要求、組織及び定員要求

又は法令の改正を伴う場合は、特段の事情がない限り評価の対
象とする。 

○ 事務事業については、以下に該当する場合は、特段の事情が
ない限り評価の対象とする。 
ア 新規研究開発（技術開発、重要技術研究及び総事業費 10億

円以上の技術研究） 
イ 概算要求、組織及び定員要求又は法令の改正を行うもので、

新規に実施しようとするもののうち、国民の関心が高いと考
えられるなど、政策所管課等が必要と認める場合 

○ 公共の利益のために、国民の権利を制限し、又はこれに義務
を課する法令の制定又は改廃を行う場合は、評価の対象とする。 

○ 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措
置等に係る税制改正要望を行う場合は、評価の対象とする。 

３ 事後評価の対
象等 

○ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策は、
法第７条第２項各号に規定されている要件に該当する政策を含 
め、毎年度の実施計画に明記し、防衛大臣が定める。 

○ 事後評価は、中間段階の事業評価、事後の事業評価、実績評
価及び総合評価として実施する。 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果は、概算要求、組織及び定員要求、法令等に
よる制度の新設又は改廃等による政策の見直し、各種中長期計
画の策定等の企画立案作業に資するため、大臣官房企画評価課
（以下「企画評価課」という。）から政策所管課に適時に通知
する。 

○ 政策所管課は、政策評価の結果を当該政策に反映させるとと
もに、反映状況を適切に把握する観点から、少なくとも年に１
回、政策評価の結果の政策への反映状況を企画評価課に速やか
に通知する。その際、企画評価課は、評価結果の政策への反映
を促進するとともに、政策への反映が不十分であると判断した
場合は、適切な反映を図る旨当該政策所管課に通知する。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 企画評価課は、評価書、評価結果の政策への反映状況等の公
表に当たり、国民が容易にその内容を把握できるよう、防衛省
ホームページへの掲載、広報窓口への備付け等を行う。 

○ 部外からの意見・要望等は、企画評価課又は防衛省ホームペ
ージ上で受け付け、必要な措置を講ずる。 

実施計画の
名称 

平成25年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画（平成25年８月30日策定） 
平成26年３月31日一部改正 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 主要な行政目的に係る政策等として基本計画
に掲げる政策（法第７条第２項第１号に区分され
るもの）及び評価の方式 

○ ４事業（期中） 

○ ８事業（完了後） 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表 21－２ 防衛省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式（新規研究
開発）：11件 
     〔表21－３－ア〕 

事業を実施するこ
とが妥当 

11 評価結果を踏まえ、評価対象事業
を実施することとした 

11 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    11件 
機構・定員要求に反映 ７件 

（うち、定員７件） 

事業評価方式（租税特別
措置等）：１件 

〔表21－３－イ〕 

継続が妥当 １ 評価結果を踏まえ、税制改正要望
を行うこととした 

１ 

 
事 
後 
評 
価 

主要な行
政目的に
係る政策
等として
基本計画
に掲げる
政策 
（法第７条第

２項第１号） 

事業評価方式（中間段
階）：４件 
      〔表21－３－ウ〕 

継続が妥当 １ １ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めることと
した  

【引き続き推進】 

１ 

体制を充実・強化
した上で、継続が
妥当 

３ ２ 評価結果を踏まえ、評価対象
政策の改善・見直しを行った  

【改善・見直し】 

３ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
機構・定員要求に反映 ３件 

（うち、定員３件） 

事業評価方式（事後）：
７件 
      〔表21－３－エ〕 

研究開発課題はお
おむね達成された 

１ 評価結果を踏まえ、今後対策に取
り組むもの 

１ 

研究開発課題は達
成された 

６ 評価結果を踏まえ、今後の研究開
発又は装備化に反映させるもの 

６ 

事業評価方式（租税特別
措置等）：１件 
       〔表21－３－オ〕 

継続が妥当 
 

１ 評価結果を踏まえ、租税特別措置
等を継続することとした 

【引き続き推進】 

１ 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第
２項第２号
ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第
２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 
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表 21－３ 防衛省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 26 年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 11項目を対象として

評価を実施し、その結果を平成 25年８月 30日に「平成 25年度政策評価書（事前の事業評価）」

として公表。 

 

表 21－３－ア 研究開発を対象として評価を実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 装輪装甲車（改） 

２ 新戦術情報処理装置の研究 

３ 将来射撃管制技術の研究 

４ 将来隊員パワーアシスト技術の研究 

５ 野外指揮・通信システム一体化技術の研究 

６ 将来ベトロニクスシステムの研究 

７ 水中無人航走体長期運用システム技術の研究 

８ 適応制御型高速ネットワーク技術の研究 

９ 高出力マイクロ波技術に関する研究 

10 赤外線画像の高解像度技術に関する研究 

11 機体構造軽量化技術の研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84196.html)の表21－４－(1)参照。 

 

（２）租税特別措置等に係る１政策を対象として事前評価を実施し、その結果を平成 25 年８月

30 日に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表 21－３－イ 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84196.html)の表21－４－(2)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、「平成 25年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の４項目について評価を実施し、その結果を平成 25年８月 30日及び 26年３月

31 日に「平成 25年度政策評価書（中間段階の事業評価）」として公表。 

    

表 21－３－ウ 事業評価方式により評価を実施した政策（中間段階） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 日豪・日米豪の防衛協力に関する体制強化 
体制を充実・強化
した上で、継続が
妥当 

改善・見直し 
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２ 事態対処体制の強化 
体制を充実・強化
した上で、継続が
妥当 

改善・見直し 

３ 
米軍機の配備・運用及び自衛隊の南西地域における防
衛態勢の整備の円滑な実施 

体制を充実・強化
した上で、継続が
妥当 

改善・見直し 

４ 男女共同参画の推進 継続が妥当 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84196.html)の表21－４－(3)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 25年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の７項目について評価を実施し、その結果を平成 26年３月 31日に「平成 25年

度政策評価書（事後の事業評価）」として公表。 

 

表 21－３－エ 事業評価方式により評価を実施した政策（事後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 次期固定翼哨戒機 

２ 艦艇初期検討評価技術 

３ 一体型ＭＤＣ技術の研究 

４ 将来ネットワーク型多目的誘導弾システムの研究 

５ 検知技術の研究 

６ 画像ジャイロ応用技術の研究 

７ 先進ＳＡＭの研究／先進ＳＡＭ要素技術の研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84196.html)の表21－４－(4)参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、「平成 25 年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、租税特別措置等に係る１政策を対象として事後評価を実施し、その結果を平成 25年

８月 30 日に「租税特別措置等に係る政策の事後評価書」として公表。 

 

表 21－３－オ 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場
合の譲渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84196.html)の表21－４－(5)参照。 
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１ 以下の分野で
適切にその役

  割を果たし得
  る防衛力とす
  る。

２ 島嶼部に対する攻撃への対応

20 衛生機能の強化（衛生基盤の整
備を含む。）

15 自衛隊の体制整備（装備品等の
維持）

９ 非伝統的安全保障分野における
実際的な協力推進、域内協力
枠組みの構築、域内諸国の能力
構築支援

１ 周辺海空域の安全確保

13 気候変動等が安全保障環境等に
及ぼす影響の検討

６ 大規模災害、特殊災害等への
対応

16 統合の強化

10 国際平和協力活動への積極的な
取組（国際平和協力センターに
おける教育を含む。）

17 国際平和協力活動への対応能力
の強化

18 情報機能の強化

19 科学技術の発展への対応（研究
開発の推進）

７ 二国間・多国間における訓練・
演習等の各種活動の適切な実施

８ 二国間・多国間の安全保障
対話、防衛協力・交流

政策体系(防衛省)

政策目標 施策（広義） 施策（狭義）政策(狭義)

11 軍備管理・軍縮分野、不拡散等
の分野における諸活動への関与

22 人材施策及び処遇制度全般の見
直しを含む人事制度改革

３ サイバー攻撃への対応

４ ゲリラや特殊部隊による攻撃
への対応

５ 弾道ミサイル攻撃への対応

23 後方業務の合理化・効率化の
推進

14 自衛隊の体制整備（装備品等の
整備）

12 海上交通の安全確保及び海洋秩
序の維持のための取組の推進等

※ この政策体系は、平成25年度に公表された評価に係るもの

３ グローバルな安全
保障環境の改善

21 人材の確保・育成等（訓練基盤
の充実・教育訓練の実施、防大
改革の推進、安全保障問題に関
する知的基盤の充実を含む。）

３ 防衛力の能力
発揮のための
基盤の保持

我
が
国
の
安
全
保
障
の
目
標
（

①
我
が
国
に
直
接
脅
威
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
し
、

脅
威
が
及
ん
だ
場
合
に
は
こ
れ
を
排
除
す
る
と
と
も
に
被
害
を
最
小
化
す
る
こ
と
で
あ

り
、

も
っ

て
我
が
国
の
平
和
と
安
全
及
び
国
民
の
安
心
・
安
全
を
確
保
、

②
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保
障
環
境
の
一
層
の
安
定
化
と
グ
ロ
ー

バ
ル
な
安
全
保
障
環
境

の
改
善
に
よ
り
脅
威
の
発
生
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ
り
、

も
っ

て
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
を
維
持
強
化
し
て
我
が
国
の
安
全
と
繁
栄
を
確
保
、

③
世
界
の
平
和
と
安

定
及
び
人
間
の
安
全
保
障
の
確
保
に
貢
献
）

を
達
成
す
る
た
め
、

我
が
国
自
身
の
努
力
、

同
盟
国
と
の
協
力
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
協
力
、

グ
ロ
ー

バ
ル
な
協

力
等
多
層
的
な
安
全
保
障
協
力
を
統
合
的
に
推
進

即
応
性

、
機
動
性

、
柔
軟
性

、
持
続
性
及
び
多
目
的
性
を
備
え

、
軍
事
技
術
水
準
の
動
向
を
踏
ま
え
た
高
度
な
技
術
力
と
情
報
能
力
に
支
え
ら
れ
た
動
的
防
衛
力
を
構
築

２ 自衛隊は、上記
役割を実効的に
果たし得るよう、

  必要な態勢・体制
  を保持・整備

４ 自衛隊の体制の保持
 ・整備

５ 人的資源の効果的
な活用

１ 実効的な抑止及び
対処

※複合事態への対応の
ほか、本格的な侵略
事態への備えを含む。

２ アジア太平洋地域
の安全保障環境の一

  層の安定化

別表 
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（注） 政策ごとの予算との対応については、防衛省ホームページ（http://www.mod.go.jp/j/yosan/2013/taiou.pdf）参照。

９ 日米防衛協力の強化

33 在日米軍施設の整備等

４ 新たな安全
  保障環境にふ
  さわしい形で
  の日米同盟の
  深化・発展

27 防衛装備品をめぐる国際的な
環境変化に対する方策の検討

７ 関係機関や地域社会
 との協力の推進
※各種事態における関係機

関や地域社会との連携を
含む。

８ 戦略的な対話及び
 政策調整

30 共通戦略目標・役割・任務・
  能力の検討等

28 防衛施設（在日米軍施設を除
く。）の維持及び整備

29 基地周辺対策の推進（補償の
  実施等を含む。）

32 日米防衛協力の深化

10 在日米軍の駐留をよ
 り円滑かつ効果的にす
 るための取組

24 装備品等の運用基盤の充実６ 装備品等の取得改
革等

31 各種分野における協力の一層
  の推進

25 装備品等取得の一層の効率化

26 防衛生産・技術基盤の維持・
育成
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